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原産地規則とは、貨物がどこで生産されたかその原産地を決定するためのルールであ
る。ＦＴＡにおいては、この条件を満たすことがＦＴＡの特恵関税率の適用を受ける
条件の１つとなっている。ＦＴＡに基づく特恵関税率の適用を受けようとする場合には、
その適用を受けようとするＦＴＡの定める原産地規則に照らし、その対象物品につい
て具体的にどのような基準が適用されるのかを事前に確認する必要がある。

以下において、日本・メキシコＦＴＡおよびＮＡＦＴＡを例に、原産地規則を概観する
とともに、日本・メキシコＦＴＡを利用した事例もみていくことにする。

前稿（本誌2013年7月10日号（№1352））では日本を取り巻くＦＴＡの現状、ＦＴＡ先
進国である韓国での取組みを紹介した。また、グローバルなビジネス環境下で今後Ｆ
ＴＡの重要性がますます高まっていくこと、そしてそのＦＴＡの利用にあたってはオリ
ジン・コンプライアンスが重要であることについても述べた。本稿においては、日本・
メキシコＦＴＡおよび北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）の具体的な原産地規則およびそ
の実務的な対応方法を紹介するとともに、メキシコが有するＦＴＡネットワークを利用
した効率的なサプライチェーンの構築例について解説する。
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原産地規則

日本・メキシコＦＴＡでは、以下の貨物が原産品として取り扱われる（日本・メキシコ
ＥＰＡ22条）

日本・メキシコＦＴＡの原産地規則

⑴	� 日本またはメキシコにおいて完全に得られ、または生産される産品

⑵	� 日本またはメキシコにおいて、いずれかの原産材料のみから完全に生産される産品

⑶	� 非原産材料を使用して日本またはメキシコにおいて完全に生産される産品であっ
て、日本・メキシコＥＰＡ附属書４に定める要件を満たすもの。

　　→�日本・メキシコＥＰＡ附属書４に定める要件は、品目別原産地規則と呼ばれ、品
目ごとの具体的な原産地基準を定めたもので、使用基準は図表１のとおりである。

⑷	� 日本またはメキシコにおいて完全に生産される産品であって、その生産に使用され
る非原産材料について、一定の理由により、その生産等により関税番号の変更が
行われないものをいい、ＲＶＣが50％以上のものをいう。
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図表１：日本・メキシコFTAにおける関税番号変更基準、付加価値基準、TV、VNMの定義

◦�関税番号変更基準：非原産材料のHS番号とその非原産材料を用いて生産された産
品のHS番号とが異なることとなる場合に、その産品を原産品とするルールをいい、
その基準を満たすための変更の程度は、類単位（HS番号の頭の2桁）での変更が
求められる場合、項単位（HS番号の頭の4桁）での変更が求められる場合、そして
号単位（HS番号の頭の6桁）での変更が求められる場合とがある。
→�日本・メキシコFTAの場合、品目別原産地規則において、品目ごとに原産地基準を
満たす関税番号変更の程度（4桁ベースでの変更が必要か、6桁ベースでの変更が
必要か）が定められている。
→�また、日本・メキシコFTAにおいては、関税番号変更基準の判定にあたり、非原産
材料とこれを使用して生産される産品のHS番号が同一の項または号となり、結果と
して、関税番号変更基準を満たすことができない場合であっても、その非原産材料
の価額がその生産品の取引価格の10％以下であるときは、関税番号変更基準の判
定にあたって、当該僅少な非原産材料を除外することができるいわゆるデミニマス・
ルールが設けられている（日本・メキシコEPA25条）。
◦�付加価値基準：加工または製造において産品に一定以上の価値が付加された場合
に、その産品を原産品とする基準をいう。
→�付加された価値の割合は、一般的に域内原産割合（RVC）と呼び、日本・メキシコ
FTAにおけるRVCは、以下の算式により計算される（取引価格方式）。

◦�TV：産品の取引価格（FOB価格）。なお、生産者が貨物を直接輸出しない場合には、
その取引価格は生産国においてその生産者から買い手がその産品を受領する時の価
格とされている。
◦�VNM：産品の生産において生産者が使用した非原産材料の総仕入価格。

RVC（％）＝　　　　　×100TV−VNM
TV

⑴　概要

ＮＡＦＴＡの原産地規則においても、日本・メキシコＦＴＡと同様に、締約国において
完全に得られ、または生産される産品、締結国の原産材料のみから完全に生産され
る産品、非原産材料を使用して生産される産品で締結国における加工または製造によ
り関税番号変更基準を満たすものは、原則として原産品として取り扱われる。しかし、
ＮＡＦＴＡでは、これらの基準のほか、ＲＶＣについて、ＲＶＣが取引価格方式（図表
２参照）により算出される場合には原則として60％、純原価額方式により計算される
場合には原則として50％を超えていることが要件とされている。

ＮＡＦＴＡの原産地規則

（ⅰ）取引価格方式

（ⅱ）純原価額方式

純原価額方式によるRVCの算定上用いられるNC（＝Net Cost）とは、貨物の生産に
要した費用の純額をいう。
（※）いわば調達面に着目した割合であり、生産の過程で創造される付加価値部分を除外する点で取引価格方
式よりもＲＶＣは低く算定されることになる。

RVC（％）＝　　　　　×100TV−VNM
TV

RVC（％）＝　　　　　×100NC−VNM
NC

図表２：ＲＶＣの計算方法（NAFTA）
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⑵　関税番号変更基準

品目別規則（Annex 401）において、原産地認定されるために必要な関税番号の変更
の程度（４桁または６桁）が品目ごとに定められている。また、日本・メキシコＦＴＡと
同様にデミニマス・ルールが設けられており、ある産品について関税番号変更基準を
満たさなかった材料の割合が７％未満である場合には、当該産品は、原産品として取
り扱われる。

⑶　付加価値基準

ＲＶＣの計算にあたっては、図表２の２つの方式が設けられており、その産品の取引
価格がない場合、その取引が関連者間で行われる場合やその産品が一定の製品であ
る場合等には、純原価額方式によりＲＶＣを計算することとされている。

現在、自動車産業を中心とする日系製造企業の多くがメキシコへの進出あるいは拡張
を検討している。メキシコへの進出の理由には、メキシコ国内でのさまざまな優遇政策、
安価な人件費、米国、欧州、新興市場である南米へのアクセスが地理的に比較的容
易であること等が主にあげられるが、メキシコがすでに有する広範なＦＴＡネットワー
クも魅力の１つである（メキシコはＮＡＦＴＡ、ラテンアメリカ統合連合等の多国間協
定のほか、2013年３月時点で、44カ国との間でＦＴＡを締結している（http://www.
jetro.go.jp/world/cs_america/mx/trade_01/））。

このＦＴＡネットワークは、米国や欧州などの巨大な市場に加えて今後さらに成長する
南米市場もカバーしていることが特徴である。メキシコにおいて原産地基準をみたすよ
うな加工・製造工程を経て、最終製品を完成させる（Made in Mexico）場合、メキシ
コ原産製品を、メキシコが有する広範なＦＴＡネットワークを活用して、特恵関税率で
米国、欧州および南米等に輸出することが可能となる。つまり、複数のＦＴＡを用い
るための製造拠点としてメキシコを利用することにより、関税コストの削減という点か
ら効率のよいサプライチェーンを構築できる。

このように、メキシコはＦＴＡネットワークを活用した高効率のサプライチェーンの構
築を可能にするという観点から戦略的重要性が高い製造拠点の候補地といえる。そし
て、このようなＦＴＡネットワークの恩典は原産地規則を充足してはじめて享受するこ
とが可能なことから、各企業にとって、オリジン・コンプライアンスは非常に重要な課
題であるといえる。

販売戦略における「Made in Mexico」の位置づけ

輸出者側で適正なオリジン・コンプライアンスが行われていなかったために輸入者側
の税関事後調査で原産地証明がサポートできず、過去に遡及してＦＴＡ税率の不適用
措置がなされた場合、その措置による関税の追徴額は極めて多額に上る場合もあり得
る。実際、ベネズエラでは、ＦＴＡを利用して特恵関税率により輸入した大型車につ
いて、輸出者側での原産地認定のための資料の管理が不十分であったため、税関当
局から27百万米ドルのペナルティーの賦課を受けた事例も報告されており、そのよう
な観点からも企業内で継続して適正なオリジン・コンプライアンスを保証できるような
体制を築くことが肝要である。

オリジン・コンプライアンスリスク
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図表３：ケース１

メキシコでは、海外からの投資を呼び込むためにさまざまな投資優遇策を設けている
が、その１つにＩＭＭＥＸがある。ＩＭＭＥＸは、輸出向けの保税加工等を前提とした
メキシコの一時輸入制度で輸入ＶＡＴ（一般税率16％）が免除になる等の優遇措置が
ある。以下、２つの事例を詳解する。

メキシコを利用したサプライチェーンの事例

◦�ＩＭＭＥＸ登録事業者である製造者Ｂは、日本、メキシコを含む各国のサプライヤー
から原材料を調達し（商・物流①～③）、メキシコにおいて保税加工・製造を行う。

◦�製造した完成品を米国の顧客であるＣ１に販売する。

◦�その際、契約上は、製造者Ｂから顧客Ｃ１に販売する（商流④ａ）一方、完成品は、
顧客Ｃ１のメキシコ子会社Ｃ２に向けて配送する（物流④ｂ）。

◦�メキシコ子会社Ｃ２もＩＭＭＥＸ登録事業者である。

〈ポイント〉

◦�製造者Ｂは、各国サプライヤーからの原材料調達（メキシコへの輸入）に関して、メ
キシコ関税および付加価値税（ＶＡＴ）を免除される。

◦�製造者Ｂから顧客Ｃ１への販売に関して、完成品はメキシコ法人であるＣ２へ配送さ
れることとなるが、Ｃ２もＩＭＭＥＸ登録事業者である場合には、輸出入申告手続を
適時行うことにより、取引④ａおよび④ｂはメキシコからの輸出とみなされ、メキシ
コにおけるＶＡＴの課税が免除される。

◦�製造者Ｂが製造する完成品が、ＮＡＦＴＡの原産地規則を充足する場合には、米国
への完成品の輸入に関しても、ＮＡＦＴＡの特恵関税率が適用される。

◦�製造者Ｂは、グループ内において果たすべき事業上の機能および負担すべきリスク
の内容に応じ、あるべき独立企業間価格に基づいた法人所得税※がメキシコにおい
て課税される。

※2012年のメキシコ法人実効税率は30％

ケース１（図表３参照）

日本またはその他の国

メキシコ
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配送するには？

効率的なサプラ
イチェーン
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配送

販売

付加価値税を
回避するには？
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よび一時的な
商品の輸入
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◦�ＩＭＭＥＸ登録事業者である受託製造者Ｃは、日本または第三国（たとえばシンガポー
ル等）に所在する委託者Ｂの依頼に応じて、委託者Ｂから供給を受ける原材料（商
流①ａ、②ａ、および物流①ｂ、②ｂ）や製造設備を利用し、メキシコにおいて保
税加工・製造を行う。

◦�その際、委託者Ｂは契約上の購入者となり、供給者Ａをはじめとした各国のサプライ
ヤーから原材料の調達を行い、原材料はサプライヤーから受託製造者Ｃに直送される。

◦�委託者Ｂは、受託製造者Ｃが製造した完成品を米国の顧客であるＤ１およびＥに販
売する。

◦�受託製造者Ｃは、委託者Ｂの米国の顧客Ｅへの販売（商流④ａ）に関しては、完成
品を米国へ輸出する（物流④ｂ）一方、委託者Ｂの顧客Ｄ１への販売（商流③ａ）に
関しては、そのメキシコ子会社であるＤ２に向けて完成品を配送する（物流③ｂ）。

◦�メキシコ子会社Ｄ２もＩＭＭＥＸ登録事業者である。

〈ポイント〉

◦�委託者Ｂが行う、各国サプライヤーからの原材料調達（メキシコの受託製造者Ｃに
よる輸入）に関して、メキシコ関税および付加価値税（ＶＡＴ）が免除される。

◦�委託者Ｂが行う米国顧客Ｅへの販売（商流④ａ）においては、完成品は受託製造者
Ｃから発送（物流④ｂ）されることとなるため、メキシコにおけるＶＡＴの課税が免除
される。

◦�委託者Ｂが行う米国顧客Ｄ１への販売（商流③ａ）においては、完成品は受託製造
者Ｃからメキシコ国内のＤ２へ配送されることとなるが、Ｄ２もＩＭＭＥＸ登録事業
者である場合には、輸出入申告手続を適時行うことによって、取引③ａおよび③ｂ
はメキシコからの輸出とみなされ、メキシコにおけるＶＡＴの課税が免除される。

◦�受託製造者Ｃが製造する完成品が、ＮＡＦＴＡの原産地規則を充足する場合には、
米国への完成品の輸入に関しても、ＮＡＦＴＡの特恵関税率が適用される。

◦�受託製造者Ｃは、グループ内において果たすべき事業上の機能および負担すべきリ
スクの内容に応じ、あるべき独立企業間価格に基づいた法人所得税の課税をメキシ
コにおいて受ける。

ケース２（図表４参照）

図表４：ケース２

日本またはその他の国

メキシコ

米国

供給者 委託者
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ら配送する
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C

IMMEX制度のもと、販売および一時的な商品の
輸入

販売
販売

販売

販売

物流②ｂ
商流
②a

物流
④ｂ

物流③ｂ

配送
配送

配送
配送

付加価値税を
回避するには？
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物流①b
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商流④a

したがって、ケース１とケース２を比較すると、ケース２では委託者Ｂがより大きな事
業上の機能およびリスクを有することとなるため、受託製造者Ｃが有する事業上の機
能・リスクは限定的となり、事業全体で利益が生じる構造であれば、メキシコにおけ
る課税所得はより小さくなることが見込まれる。一方で、たとえば、より大きな機能・
リスクを負担する委託者Ｂが軽課税国に所在する場合には、グループの実効税負担率
が低減されることが見込まれる。ただし、この場合は、タックスヘイブン税制による
合算課税の可能性等、法人税などへの影響にも留意を有する。
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図表５：オリジン・コンプライアンスに必要な各機能と相関関係

FTA利用のためにどのような機能が必要となるか? 

・SAPやオラクルのERP専門家
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家による対応

•原産地規則に基づく適用要件
　の分析

FTAオリジン・システム
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システム設計者の範囲
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関税ルールの知識
•HSコードの検証
•原産地規則に照ら
したオペレーション
・プロセスの検証
•個々のFTA規 則
の確認

ITコンサルタント
•ERPの分析とインター
フェイスの設計
•原産地規則のカスタマ
イズ
•原産地証明書のカスタ
マイズ

オリジン・コンプライアンスを行うにあたっては、ＲＶＣの計算を正しく行うことが必要
である。そのためにはＥＲＰシステムを流れる計数を扱うための会計に関する知識、な
らびに、関税番号分類および原産地規則の確認等のための関税およびＦＴＡに関す
る知識が必要となる。

会計専門家は、ＲＶＣの計算に必要な原価情報を会計帳簿、原価計算書等から収集
するとともに、適正なＲＶＣ計算ロジックを構築し、必要に応じてそのロジックの更新
を行う。一方、関税専門家は、関税額の計算要素である税率の判断にあたって必要
となる関税番号分類の妥当性を確認し、各ＦＴＡの原産地規則の確認を行う。つまり、
会社のオペレーションのプロセスが、ＦＴＡの原産地規則への準拠性を保証するもの
であるかどうかを継続的にチェックすることによりはじめて、その基準を満たしている
ことの客観的な立証が可能となるのである。オリジン・コンプライアンスに必要な各
機能とそれぞれの相関関係のイメージは、図表５のとおりとなる。

オリジン・コンプライアンスを効率的に行う実務対応方法

このようなオリジン・コンプライアンス対応業務をすべての貨物についてマニュアルで
行うことは、非常に手間がかかり、効率性およびアウトプット情報の正確性の担保と
いう点からも問題がある。そのため、実際には、ＦＴＡに必要な情報を会社が利用し
ているＥＲＰシステムのデータベースのなかで適切にマッピングし、これらを原産地判
定ロジックで処理するアプローチが効率的である。これはヒューマンエラー排除の点か
らも有効である。
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また、他社から調達した原材料や部品を利用して製品を製造・輸出するプロセスを経
る製造者の多くは、適正なＦＴＡの適用にあたっては輸出者である自社単独での対応
では不十分であり、その原材料や部品の供給者（サプライヤー）側にも適切なオリジ
ン・コンプライアンスへの対応を求める必要がある。つまり、ＦＴＡによる特恵関税率
の適用のためには、原材料や部品の調達から輸出までをカバーした、正確なオリジン・
コンプライアンスのプロセスを導入する必要がある。

なお、ＩＴシステムの導入のためには、ＥＲＰシステム等の既存経営・会計管理システ
ムの利用状況とシステムの整合性を分析し、必要なモジュールとインターフェイスを構
築する必要があるが、このような作業には、一般的にオリジン・コンプライアンスに
精通したシステムコンサルタントのサポートを受けることが効率的と思われる。また、
サプライヤーからの申告情報の維持と管理は、事後調査への効率的かつ適切な対応
のためには不可欠である。

このように、ＩＴシステムによるオリジン・コンプライアンスを効果的に導入するために
は、サプライヤー・マネジメントの方法等を含め、オリジン・コンプライアンス実施の
ための詳細なマスタープランを事前に準備すべきである。一般に、マスタープラン策定
のために必要な検討項目のイメージをまとめると図表６のとおりとなる。

以上、オリジン・コンプライアンス・プロセスの整備の必要性を述べてきたが、今後
予定されているＴＰＰや欧州連合とのＦＴＡをはじめとしたＦＴＡネットワークのさらな
る拡充を見据え、日本企業もオリジン・コンプライアンス・プロセスの整備を早急にす
すめるべき時期にきているのではないだろうか。

図表６：マスタープラン策定のための検討項目のイメージ
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•工場ごとおよび倉庫ごとに関税軽減効果
の可能性を試算
•適用されるFTAを特定
•FTA、地域、国ごとに、To-doリストを作成
•シミュレーション用の製品群を選定
•関税当局との事前ルーリング取得

•特定製品に適用となる原産地規則に応じ
たHSコードの確認
•原産地規則の特定

•原産地規則のバリエーション検討
•サプライヤーからの原産地証明入手率目
標設定

•調達活動の最適化検討
•Identify Consignment Issues

•サプライヤーとのコミュニケーション計画
•サプライヤー原産地証明の情報正確性向
上のための戦略

•サプライヤー研修の計画、サプライヤーへ
のウェブポータル研修実施（Tier1から
Tier2～3）

•主要サプライヤーの IT計画ロードマップ作
成

•グローバルベースでの組織横断的なプロ
ジェクトチーム組成
•コミュニケーション・コーディネーション計画
の策定
•役割と責任の定義づけ

•サプライヤー研修のスケジュール策定
•システムの導入準備スケジュール策定
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